
 平成２８年 ６ 月１０日提出   

 

   市道の認定について 

 

 市道を次のように認定する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

議案番号 路 線 名 
起      点 重要な

経過地終      点 

議第１７０号 
広木町 

 第２１号線 

東区広木町４９０番１ 地先

東区広木町４２７番 地先

議第１７１号 
花立６丁目 

 第１２号線 

東区花立６丁目３６９２番 地先

東区花立６丁目３６８３番６ 地先

議第１７２号 
花立６丁目 

 第１６号線 

東区花立６丁目３６８８番１７ 地先

東区花立６丁目３６８５番１ 地先

議第１７３号 
薄場２丁目 

 第２号線 

南区薄場２丁目６７８番３ 地先

南区薄場２丁目６７４番 地先

議第１７４号 
戸島西３丁目 

 第２号線 

東区戸島西３丁目３４３５番４ 地先

東区戸島西３丁目３３４４番６ 地先

議第１７５号 
戸島７丁目 

 第１号線 

東区戸島７丁目１８３５番２ 地先

東区戸島７丁目１８３７番１ 地先

 

（提出理由） 

  地元要望に伴う市道認定について、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定に基づき、市議会の議決を求める必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 
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